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は じ め に 

 

 私は、「共感と前進」を県政運営の基本姿勢として掲げ、県民の皆さまとの「対話」を

通して、県政に対する共感をいただけるよう、日々取り組んでいます。この姿勢は、本

県の教育等の振興に向けた基本理念や基本目標、そして、それらを実現するための総合

的な施策等について定めた、この「第３期教育等の振興に関する施策の大綱」（第３期大 

綱）を検討するにあたっても重視しました。 

 

例えば、昨年初めて開催した「次世代総合教育会議」では、私自身が、高等学校や特別

支援学校高等部の生徒の皆さまから学校や教育の在り方への期待や要望などをお聞きし

ました。他にも、県教育委員会において、大学生や、若手・中堅の先生たちなどと「対

話」を行ってきました。 

今回の第３期大綱の策定にあたっては、こうしたことを通じて寄せられた「声」を受

け止め、その声にどのように応えていくのかを県教育委員会とともに検討してきました。

その検討状況を紹介する資料も盛り込んでいますので是非ご覧ください。 

ご協力いただきました皆さまに感謝申し上げます。 

 

私は、県政の最重要課題である人口減少を克服し、「高知県を元気で豊か」にしていく

と同時に、県民の皆さまがお互いに支え合う「あったかい高知県」、そして一人一人の 

気持ちに寄り添った「あったかい県政の実現」を目指しています。 

このため第３期大綱では、「目指す人間像」の１つとして新たに「多様な個性や生 

き方を互いに認め、尊重し、協働し合う人」を掲げました。 

具体的には、子どもたちの学習の進捗状況や興味・関心が多様であることに対して、

ＩＣＴも活用しながら、状況に応じたきめ細かな指導を行っていくことや、不登校も含

めて、多様な背景や事情等を抱える子どもたちに対して、それぞれのニーズに寄り添っ

た支援・教育を提供していくことなどが必要であると考えています。 

 

このような新しい「目指す人間像」も加わった基本理念のもと、本県や全国、そして

世界の状況等も踏まえて、様々な教育・学校に係る施策を今回の第３期大綱には掲げて

います。 

今後は、この第３期大綱の方針・計画をしっかりと実現できるように施策等の展開を

着実に図っていくことで、全ての「高知家」の子どもたちをはじめとした県民の皆さま

に、「きらっと いきいき あったかい」教育が行き届くよう、県教育委員会とともに取

り組んでいきます。                                          
令和６年３月               

高知県知事 



第４期高知県教育振興基本計画の策定にあたって 

 
 昨年の３月、前期の第３期高知県教育振興基本計画の第３次改訂版において、計画に

巻頭言を掲載いたしました。その中で、直近の「社会情勢の動向等」の一つの例として

あげたのが、「昨今の対話型ＡＩの発展」です。それが、この１年のうちであっという間

に進化。様々なＡＩによる文章・作品等の制作や生活・仕事での活用は「当たり前」のよ

うに展開されるようになり、「生成ＡＩ」という言葉が様々な場面で使われるようになっ 

た印象を受けます。 

「ＶＵＣＡ」という言葉もすでに聞き慣れたものになってしまうほど、社会は急速に

変化し、予測困難な状況になっています。この流れは、今後さらに、加速度的に進むこ

とが予想され、「当たり前」「最先端」だと思っていたことが数年で「当たり前ではない

こと」になり、「陳腐化」してしまう。そんな世の中になっていくことが予想されます。 

 

「将来、このような社会に羽ばたく子どもたちにとって必要な力を、今、子どもたち

が過ごす学校において、いかに身につけてもらえるような機会や場を提供できるか。」 

「子どもたちも含めて県民の皆様の『学びたい』という思いを大切にし、いかに誰も

がいつでも、どこでも学ぶことができる環境を構築できるか。」 

 

そのような問いも立てながら、本県の教育の現状や社会の情勢等も踏まえつつ、知事

と教育委員会で構成される総合教育会議で協議を続けました。様々な分野の有識者の

方々との意見交換、そして、若年・中堅の教職員や高校生、大学生といった方々等との

「対話」の場面も持たせていただきました。そのような中で、本県の今後の教育の方向

性や施策等をお示しするものとして取りまとめたのが、この「第３期教育等の振興に関 

する施策の大綱」及び「第４期高知県教育振興基本計画」であります。 

 

「第４期高知県教育振興基本計画」においては、「第３期教育等の振興に関する施策の

大綱」において掲げられた３つの「目指す人間像（基本理念）」を本県の教育の目指す「目

的」として位置付け、それを実現するための「目標」たる基本目標や、「取組・手法」と 

しての政策・施策等をお示しする体系となっています。 

政策・施策等は、「Ⅰ 子どもたちが今後の社会を生き抜く力を身につけるために図る

教育の推進」、「Ⅱ 誰一人取り残さない包摂的な教育・支援の推進」、「Ⅲ 生涯にわた

って学ぶことができる環境づくりと活動・取組の推進」、そして、これらの様々な施策等

を支える「Ⅳ 必要な基礎的・基盤的な環境・体制等の整備」の４つの基本方針に沿っ

て整理をしてお示しをしています。なお、この基本方針Ⅳには、学校における働き方改

革や教育活動を実施するうえでの学校・地域等との連携、教育を受ける施設等の安全・

安心の確保に向けた整備等が含まれています。 

 

計画に位置付けたこれらの政策・施策等を実行に移す、大事な初年度である令和６年 

度。子どもたちにとって、教職員にとって、そして多くの県民の皆様 

にとって、本県の教育が「きらっと いきいき あったかい」ものと 

なるよう、知事とも連携し、また、県教育委員会が一丸となってしっ 

かりと取り組んでまいります。 

 

令和６年３月   

 

                                                   高知県教育長 



第３期教育等の振興に関する施策の大綱の第２次改訂にあたって 
 

第３期教育大綱の策定から２年目となる令和７年度は、実りを感じる１年でもあった

一方、人口減少などの厳しい状況の打開に向けて、粘り強く挑戦を続ける必要があると

いう決意を新たにした年でもありました。 

 

教育の分野では、例えば、全国学力・学習状況調査の結果を見ると、小学校では全教

科で全国平均を上回るなど、教育大綱に基づく取組の成果が現れた一方で、中学校では

依然として全国平均を下回る状況が続いています。 

また、不登校の状況については、不登校の児童生徒の割合が３年連続で全国平均を下

回るといった成果が見られたものの、その人数自体は増加傾向にあり、今後も一人ひと

りの状況に応じた多様な学びの機会を確保していくことが求められています。 

さらに、本県の最重要課題である人口減少対策につながるキャリア教育については、

令和７年度に取組を大きく拡充しましたが、１年間の取組を振り返り、さらに改善・強

化すべきところは果断に見直していくことが必要です。 

こうした状況に加えて、令和７年度は、教職員の働き方改革につながる「公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特法）」の改正や、いわゆる高

校無償化に対応して公立高校の魅力化を図るための「高校教育改革に関する基本方針（グ

ランドデザイン）」の策定など、国においても大きな動きがありました。 

 

このような取組の成果と残された課題、そして国の動きも踏まえ、各施策の充実と実

効性の一層の向上を図るため、総合教育会議を開催し、教育大綱のさらなるバージョン

アップについて検討を重ねてまいりました。あわせて、次世代総合教育会議における高

校生との意見交換などを通じて当事者の声を取り入れ、以下の５つのポイントを中心に、

取組を強化する第２次改訂を行うこととしました。 

 

① 学力向上・定着の取組強化 

② 地域への理解と愛着を育むキャリア教育の推進 

③ 重層的な支援体制の整備・強化によるいじめ防止・不登校対策の推進 

④ 学校の魅力化・特色化 

⑤ 教職員の働きやすさと働きがいの向上 

 

令和８年度は、諸般の課題の克服に向けて、これまで以上に成果にこだわる１年とす

るべく、これらの改訂ポイントを施策にしっかりと反映させ、県教育委員会と連携しな

がら、取組を一歩一歩着実に進めてまいります。 

 

 

 

令和８年３月 

高知県知事 



第４期高知県教育振興基本計画の第２次改訂にあたって 
 

令和６年度からスタートした第４期高知県教育振興基本計画も、４年間の計画期間の

折り返しを迎えました。 

これまで様々な取組・事業を推進してまいりましたが、着実に成果が実りつつある一

方で、依然として解決すべき課題も残されています。 

高知県教育委員会では、こうした現状や、国・社会の動向を踏まえた上で、計画の後

半期に向けて更なる前進を図るため、このたび、年次改訂を行いました。 

 

今回の改訂にあたっては、教育や学校に関わる当事者・関係者の方々と直接対話し、

その声を積極的に取り入れることに重点を置きました。 

まず、教育の当事者である高校生との対話の機会として、次世代総合教育会議を開催

しました。この中では、生徒が主体的に学習に取り組めるような授業の実現や、将来の

進路を見据えた実践的なキャリア教育の充実の必要性に関するご意見をいただきました。 

また、本年度は初めて中堅教員や教育事務職員との対話を行いました。中堅教員から

は、自己決定力など子どもたちに必要な力を育成するための教育の重要性や、地域との

連携の効果的な在り方について意見をいただきました。さらに、働き方改革の実現に向

け、管理職と若年教員を繋ぐ立場としての役割についてお話を伺いました。教育事務職

員からは、事務を司る専門職としての目線から、より強いチームワークが生まれた取組

事例や、教育事務職員がより一層活躍できる学校組織の在り方などについて、経験も踏

まえたお話をいただきました。 

その他、学校や地域をよく知り、学校運営を支えていただいているコミュニティ・ス

クールの関係者や、子どもたちを育む重要な役割を担うＰＴＡの皆さまからも、本県の

教育のさらなる改善・向上に向けた様々なご意見を頂戴しました。 

 

こうした対話の場や会議で頂戴したご意見は、今回の年次改訂の方向性として示して

いる「学力向上・定着の取組」「地域への理解と愛着を育むキャリア教育の推進」「いじ

め防止・不登校対策の推進」「高等学校の魅力化・特色化」「教職員の働きやすさと働き

がいの向上」の具体的な取組の中にしっかりと反映させています。 

今後も、多様な視点からのご意見を真摯に受け止め、「きらっと いきいき あったかい 

高知家の教育」の実現に向け、掲げた施策を着実に実行してまいります。高知県の未来

を担う子どもたちのために、引き続き皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

令和８年３月 

 

 

 

 

 

 

高知県教育長 
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